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幼児の食育推進 に関す る一考察
一幼稚園 と保育所の給食の観点か ら一

足立 惠 子,中 山 玲子

    Study on the Promotion of "Shokuiku" for  infants, 

—From the viewpoint of school-lunch system in kindergartens 

              and nursery schools—

Keiko Adachi and Reiko Nakayama

  The Fundamental Law of Shokuiku was established on June, 2005, and The Basic Plans for "Shokuiku" 

Promotion was issued on March, 2006, which puts much focus on "shokuiku" so that children can learn 
"the zest for living" . It is desirable that the proper "shokuiku" is introduced to children in their early stage. 

Most of the pre-school children go to kindergartens or nursery schools. In 2004, 58.9% of them finished 

kindergartens and 37.8% finished nursery schools. The school-lunch system has been compulsory in nurs-

ery schools, while not in kindergartens. This is why we conducted the questionnaire in order to under-

stand how much kindergarten teachers know "shokuiku" and what they think about "shoku" and food. As 

one of the results, a significant difference of consciousness of kindergarten teachers has been found 

between the kindergartens which have their own kitchens and cook lunch themselves and those which 

buy lunch instead of cooking themselves. It is necessary that the school-lunch system should be consid-

ered as part of education and nursing in the kindergartens.

(Received September 11,2046}

は じ め に

 平成17年6月 に 「食育基本法」が制定され,さ

らに平成18年3月 には 「食育推進基本計画」が発

表 された。特に,子 どもたちが 「生 ぎる力」を身に

付けてい くため食育が重要視 されてい る。

 食育 とは,食 育基本法 で「生 きる上 での基本であっ

て,知 育,徳 育及び体育の基礎 となるべ きもの」 と

位置づけ られている玉)。また,足 立 巳幸 は 「人 々が

人間 らし く生きる ・生活する資源 としての食,同 時

に健康の資源でもある食を営む力を育てること,そ

してこれ らを現実可能な社会 ・環境 を育てる こと」

と定義 している2)。食べることは生 きるための基本

であり,健 全な心身を培い,豊 かな人間性を育む基

礎 となる。そ して,食 の営みが社会や環境 と大 き く
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関わってい ることを知 ることが必要である。

 平成17年4月 に制度が開始された栄養教諭は,小

学校 ・中学校 におけ る指導体制の要 として食育の推

進において大 きな役割 を担 うことにな り,学 校教育

全体 の中での取組が始 ま りつつある。義務教育諸学

校の学校給食 は 「生 きた教材」 として,重 要な位置

づけになってい る。 しかし,望 ましい食習慣を身に

つけるためには,就 学前 の低年齢か ら心身 の発達 に

応 じた適切な食育を開始す ることが望 ましい と考 え

られる。

 我が国の幼児教育 ・保育制度 は,大 きく文部科学

省管轄の幼稚園及び,厚 生労働省管轄の保育所に分

かれて,そ の内容も異 なる。

 食育を幼児教育及び保育に取 り組み,推 進 してい

くため,本 稿 では就学前 の幼児教育 ・保育状況を調

べ,次 いで 「給食」をキー ワー ドとして,そ の実施

状況及び子 どもにもっとも身近な幼稚園教論の食 と



22 

表 1 小学校入学者数と就学前教育・保育状況

小学校 幼稚冨務了者数 *1

入学者数 人数 比率%

1995年 1，300，033 777，675 59.8 

2000年 1，192，258 747，154 62.7 

2004年 1，191，708 702，255 58.9 

食育に関する知識・意識レベルを調査し，食育のあ

り方について考察を行った。

1.就学前の幼児教賓・保育状況について

工幼種菌と保育所の比較

就学前の大半の主主先立，幼稚医または集育所に

通っている。表 1に示すように 2004年には，幼稚

園修了者は 58.9%であり，保育所修了者は 37.8%で

あった。 1995年から 2004年では小学校入学者数は

少子イ七十こ伴い，約 10万人減少している。保育所務

了者数及び比率は増加しているが，結稚圏{事了者数

は約 7.5万人減少している3，4Lこの理由として，女

性の就業意識の向上や景気の抵迷により共働き家庭

の増加などが影響していることが予想される。

幼稚醤の現状は，平成 17年 5月 1日現在の学校

基本語査報告によると，幼稚菌数は， 13，949菌で国

立 49園 (0.4%)，公立 5，546菌 (39.8%)，私立 8，354

菌 (59.9%))である 5)(図 1)。在国克数は， 1，738，836 

人で国立 6，572人(約 0.4%入公立 348，962人〈約

20.1%)，私立1，383，302人〔約79.6%)で忘る 5)(図針。

一方F 保育所数は 22，601所で，課育所入所児数は

2，031，205人 (0歳児から 2歳克を含む)である6)(平

立
癌
山
間

匡
山
市
nル

私立
8，354冨
59.9号色

国 1 幼程圏設置者別割合(菌数〉
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保育所諺7者数 *2

人数 比率%

390，444 30.0 

430，711 36.1 

450，962 37.8 

*1文部科学省 学校基本調査報告書

蛇厚生労動省 社会福祉施設等報告書

或 17年 5月1呂現在の福祉行政報告例による)。

2.幼克教育・保育にお吋る金膏の施策

学校教育法第 77条において「幼稚園は幼児を保

育し，遥当な環境を与え，その心身の発達を助長す

ることを目的jとし，第 78条に呂壌を掲げ、ている 7)。

また，幼誰園における教育内容や指導方法は，幼稚

菌の教育課程の基準となる「幼稚園教育要領Jにお

いて，幼克の活動の場面に応じて教師がさまざまな

役割を果たすことや道徳性の芽生えを培うことの重

要性を強調している 8)。しかし 食育という基本的

な詣針がなく，唯一ねらい及び舟容の中で鍵衰の領

域で食事という言葉が出てくるのみであ札具体的

な内容については示されていないので，それぞれむ

幼稚慶が食育を推進しようとするときは，手接りの

状態で指導しなければならないものと考えられる。

一方，保育所においては「楽しく食べる子どもに

一食からはじまる建やかガイド jが厚生労働省よ

り乎成 15年に示され，子どもの食をめぐる現状と

課題をあげ，食を通じた子どもの建全育成のねらい

及び目標を設定し，発育・発達過翠?こ関わる特設，

発育・発達過程に応じて育てたい食べる力を育むた

めの環境づくりまでを記載しているの。上記「ガイ

国立

6，572人
0.4号も

私立

1，383，302人
79.6号色

函2 幼稚菌設置者別割合〈在菌児数)
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表 2 謀育所・幼誰園の比較

保育所 幼稚園

管轄所管 厚生労動省 文部科学雀

規定法規等 保育(克童福祉法〉 幼誰園教育(学校教育法)

保育所探育指針 幼誰国教育要領

対象児 。歳~就学龍 3歳~就学前

親が共{動きなどで育てられない子 親む就労の有無を関わない

職員の臣量基準 。歳児 一一〉 3 : 1 1学級 35人以下

1， 2歳児 → 6 : 1 
3議克 → 20: 1 
4， 5歳児 → 30: 1 

職員の資格 保育土 幼稚圏教諭

入所，入匿 認可園は市町村 設置者と保護者との直接契約

無認可冨は施設と蓋接契約

利用料 認可匿は市町村 設量者が設定

無認可園辻麗設が設定

1 Elの保育・教育時間 原員U8時間 4詩間を標準

(年間 300日，春夏冬休みなし) (39週以上，春夏冬休みあり)

給食 義務化されている 義務化されていない

調理室 設置義務あり 設置義務なし

栄養士の配置 記置義務なし 配置義務なし

表 3 幼誰菌における給食実施状況〈平成 16年 5月 1日現在)

完全給食 捕食給食 ミルク給食 計
区分 全自総数

実施数 % 実施数

菌数 14，061 5，418 38.5 913 

幼児数 1，753，393 784，770 44.8 92，662 

ド」を基本として，完童環境づくり等総合調査研究

事業として「保育所における食育の島り方に関する

指針」が作成されたお)。これらのことにより保育所

においては食育を推進する上で大きな道しるべが出

来たものと考えられる。

3. 給食の現状

保育所においては給食が義務fとされて実施されて

いるが，幼稚園では義務化時されていない。保育所

における栄養給与目標には史童福祉施設における

「食事摂取基準jが示されている山が，幼程圏では

文器科学省学校給食実施基準「克童または生徒 1人

1@]あたりの平均栄養所要量の基準J(平成 15年 5

月 30日文科雀告示〉の中で「盲学校，聾学校およ

% 実撞数 % 実施数 % 

6.5 817 5.8 7，148 50.8 

5.3 75，760 4.3 953，192 54.4 

文部科学省における学技給食実施状況語査

び養護学校の幼児の場合J の基準を参考とすること

とされており 12)，幼稚園給食の基準としては示され

ていない。

上述の幼誰匿と保育所の違いを表2にまとめた。

文部科学省が学校給食実施状況調査を行った結

果によると，全国の幼誰匿の 38.5対〈霞克数にする

と44.8%)の幼稚雷が，完全給食を実施していたlお

〈表 3)。また，全国では計 50.8%の幼稚園が給食を

実施していたが，大薮府下の私立幼稚彊においては

78%の幼稚菌が給食を実施しており，そのうち 97持

は完全給食を実躍していた14) (表針。
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表4 大阪府下の私立幼稚園における給食実蕗状況(平成立年5月 1B現在)

(1) 実施状況

主主立幼誰圏数

435 (100%) 

給食を実施している園数 給食を実施していない国数

338 (78%) 97 (22%) 

(2)給食内容

実施数

菌数 (%) 

338 (100) 

完全給食

園数 (%) 

328 (97) 

齢
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験
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資料提扶:大坂府生活文化部私学課幼稚園振興グループ

11.幼稚園教諭の食iこ関する知識・意識調査

工アンケート調査の実施

学校袷食は f生きた教材」として活用されるよう

食育推進基本計画においても再評語されているお)。

昨今の子どもの食生活については，戟食欠食率や拡

食の増加，カルシウム不足や脂肪の過剰喪取等の

短った栄養摂取等り開題が指摘されており，その結

果，生活習慣病の増大が懸念されている。望ましい

食習慣や知識の習得が大きな課題となっている中

で，学校給食は教育的効果が大いに期待できるもの

と考えられる。食育の推進において就学前の幼児期

にこそ，望ましい食習積や知識の習得のために適切

な食の教育が必要であると考えられる。

そこで，直接子どもたちに接し，影響力の大きい

幼稚匿教諭の食に関する意識や知識の現状を担握す

るために，アンケート調査を実施し，給食実施状況

との関連について考察を行った。

アンケート語査は私立幼稚園経営者懇談会の大阪

地区会員である 19国の幼稚園教論有資格者 316名

に実施した。アンケートは 所要時間 20分程度の

調査項目の作成を行い，大項呂として 2つに分類し，

幼稚匿教諭の生活全殻〈生活環境，生活状況，食生

活状況)及び，保育の中での食育(子どもと食の関

わり，幼稚園の昼食，食育の知識と意識)について

調査した。配存時期は子成 17年 12月初旬で，郵送

による@]J長期自を同年 12月 20B f;こ設定した。その

結果回収数は221名で，回収率は 70.0%となったお)。

2. 調査の結果と考察

。給金の実施状況

本稿で拭幼種匿克の昼食に視点を島てて検討した

結果を報告する。

このアンケート実施圏の給食の実施状況は 19圏

中 18菌が実施していた。給食実施彊の 1週需の給

食実施の日数富合は， 1日は 0圏 (0%)，2日は 3菌

(22%)， 3 Bは4圏 (17多重)， 4日は 6圏 (33%)，毎

司 (5日)は 5園 (28%) という結果が出た。また，

完全給食を行っている園のうち自営は， 18盟中 7国

(39%) で，委託は 11園 (61持)であった16)。

2)保育の中での食育実践状況

幼稚園教諭の保育の中で下記の 5項目の状況につ

いて集計を行い，給食の形態によって幼稚園教論む

意識に違いがあるか検討した。

(1)子どもに朝食を食べてきたか聞くか

(2)健康と食べ物む関係について関心を持つような

保育をしているか

(3)属児と調理体験をしたことがあるか

(4) 匿児と野菜の栽靖をしたことがあるか

(5)骸立名や食品名を意識的に菌克に話しかけてい

るか

集計はExcelの関数計算及び、統計処理ソフト SPSS

13.0 for windowsを用いて，単純集計及びクロス集計

によるど検定を行った。なお，有意水準 0.05とし

て検定を行った。

(1)子どもに朝食を食べてきたか霞くか

結果を図 3l'こ示す。全手本 (n=205) で「子ども?こ

朝食を食べてきたか開くか」では， 岳営の完全給食

を行っている菌の教諭は，九まいJrだいたい」は

81.7% (n=67) で， rいいえj は 18.3% (n= 15) で

あった。委託の完全給食を行っている冨では， rは
しづ「だいたしづは 68.3% (n=84)で， rいいえjは

31.7% (n=39) であったo r子どもに朝食を食べて

きたか開く j教誰は，自営の抵うが高い北率であっ

たが，自営と委託の給食形態に有意差法見られな
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( n=l 

口事 20覧 40誌 60覧 80覧 100% 

X 2 (2) = 4.563 

璽 iまい

圏だいたい

圏いいえ

p = 0.102 

函3 子どもに朝食を食べてきたか開くか

委託
(n=121) 

自営
(n=82) 

0% 20覧 40% 60l品 80冒 100覧

x2
( 1) =3.412 

盤 iまい

[2:lいいえ

P=O.045 

図5 園児と調理体騒をしたことがあるか

かった (χ2(2)=4.563，p=0.102)。

(2)健農と食べ物の関係について関心を持つような

録育をしているか

全体 (n=203) で f健康と食べ物の関孫について

関心を持つような保育をしているか」において，国

4 Vこ示すように自営の圏は， iはいJiだいたし、」は

72.3 % (n=60)で，九、いえjは27.7%(n=23)で

あった。委託の圏で誌， iはいJiだいたいjは 55.0%

(n=66)で，九、いえjは， 45.0% (n=54)であった。

「龍豪と食べ物の関係について関心を持つような保

育をしているj教諭辻，給食の形態によって差があ

り，自営と委託において，有意差が認められた〈χ2(2)

=8ユ56，p=0.017)。
(3) 園児と調理体験をしたことがあるか

図 5のように，全体 (n=203)で「菌児と調理体

験をしたことがあるj教諭は，自堂の園では，つま

い」は 81.7%(n=67) で， iいいえjは 18.3%(n 

=15)であった。委託の園では， iはいjは 70.2%(n 

=85)で， iいいえJ辻29.8%(n=36)であった。委

委託
(n= 120) 

自営
(n=83) 

。普 20覧 40覧 60覧 80覧 100%

X 2 (2) 8.156 
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麗 1まい

露だいたい

函いいえ

P=O.017 

図4 健震と食べ物の関係について関心を持つよう

な禄育をしているか

委託
(n=124) 

自営
(n=80) 

G覧 20首 40% 60拡 80唱 100拡

x2
( 1) =13.617 

盤 iまい

E3いいえ

P=立000

函S 冨児と野菜の栽培をしたことがあるか

託でも高い比率であったが， 自営のほうが有意に高

い比率で調理体験をしていた。調理体験は給食の形

態によって差があり，有意、差が認められた〈χ2(1)

=3香412，p=0.045)。

(4)醤克と野菜の栽培をしたことがあるか

全体 (n=204) で「菌児と野菜の栽培をしたこと

があるかJでは， 自営の園では， ifまいj は 85.0%

(n=68)で， iいいえJは， 15.0 % (n= 12)であった。

委託の菌で比，九まい」は 61.3% (n=76)で，九、い

え」は 38.7%(n=48)であった(罰 6)0 i野菜の栽

培をしたことが島るJ教誌は給食の形態によって差

があり，自堂の方が委託より有意に多かった〈χ2(1)

= 13.167， p=O.OOO)。

(5)醸立名や食品名を意識的に冨克に話しかけてい

るか

結果を図 7に示す。全体 (n=206)で， i献立名や

食品名を意識的に匿児に話しかけているかJでは，

自営の菌では「江いJiだいたい」は 96.3%句=

79)で， iいいえjは3.7%(n=15)であった。委託
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委託
(n=124) 

えて，給食を実施する園には学校給食法の適応が望

まれる。

おわりに

閣はい 幼児期における食育は本来「家庭の食卓j で行わ

(13rT竺竺議欝麟lgt::γ

自首 20百 40% 60% 80覧 1001品

x'(2) =20.042 P=O.OOO 

罰 7 献立名や食品名を意識的に園児に話しかけて
し、るカミ

の園では， Iはしづ「だいたい」辻， 78.2% (n=97) 

で， rいいえ」は， 21.8% (n=27)であった。 f献立

名や食品名を意識的に圏克に話しかけている」教諭

は，自営の方が有意に多かった〈χ2(2)=20.042，p= 

0.000)。

以上の結果より，幼誰匿における給食が自営であ

るか委託であるかによって幼稚園教諭が食育に取ワ

組む姿勢や意識に有意な差が見られた。詳細な検討

を必要とするが，幼程圏教諭自身が， 日常的に給食

が作られる現場を克て，謂理員と言葉を交わしてコ

ミュニケーションを持ち，給食が出来上がる工程や

匂いを感じることで食への関心が高まり，食育を推

進していると考えられる。

幼稚園に通う子どもにとって幼稚園教論の存在

誌，治稚園生活においてすべてであち，かけがえの

ない大きな存在である。幼稚菌教諭の指導がそのま

ま子どもたちに反映され 「楽しく食べる子どもにj

tこも怠るように， I食べる力」に大きく影響を与える

ものと考えられる 4)。自営む完全給食を実施するた

めには，大変な手間とコストがかかるが，食育の推

進において， I生きた教材j としての役目は大きい。

給食の作り手が子どもに近いほど，子どもが食に関

心を持ち，食べられることへの感謝の気持ちも育つ

ものと考えられる。幼稚園で給食を実施する圏は

教育・探青の一環として位置づけ，食育を推進し，

子どもが望ましい食習慣を身につけられるよう援助

することが大切である。本調査は，大抜舟下の私立

幼稚園を対象としたが 私立幼誰園は塵児確保むた

めに給食を行っているところが多い。しかし，そ

の給食は園独自の考え方で実施されており，規定が

ないまま現在に至っている。全国的には完全給食の

実施率が 38.5%といえども 栄養や衛生の面から考

れるべきである。それができない社会情勢があるな

ら，幼稚璽・保育所がその子どもの育ち場としてど

う支援し，食育の推進という点において再考しなけ

ればならない。結稚圏と保育所の成り立ちがそれぞ

れ違う。また，両者の機能を一つにした認定こども

園設置法(正称:就学前の子どもに関する教育，保

育等の総合的な提供の誰進に関する法律)が， 2006 

年 6月9日に成立した。次世代を担う子どもが「生

きる力」を身につけるための適切な食育は，生涯に

わたって建農な生活を送る上で基本となり，望まし

い食習慣を身につける第一歩である。幼克顛の食育

は「体験」によって習得するものであり， どの子に

もその機会が与えられ，育ちを周りの大人が支え，

援助していくことが大切である。いろいろな短根を

越えて，幼児期における食育の共通理解をもち，一

人5とりの子どもが「食べる力Jを培うことができ

るよう，幼稚園教諭・保育土は栄養士・管理栄養士

と連携し，集育の中?こ活かせる食育の指導力を身に

つけることが必要である。そして，保育現場のすべ

ての人が取雪組めるよう食育を学ぶための研修カリ

キュラムを薙立し，幼誰園教諭・保育土の養成校に

おいても食育を必須のカリキュラムに加えることが

望まれる。
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本研究を実施するにあたり アンケートにご協力

いただいた幼稚匿教諭の皆様ならびに大阪府生活文

化事私学課幼稚匿振興グループに深誘致します。

〈平成 18.9.11.受付)
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